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学校再開における本校感染症対策およびご家庭へのお願い 

 

若葉の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より本校の教育活動
に対するご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、標記の件に関しまして、５月２５日（月）に一都三県を含む首都圏の緊急事態宣言が全面解除さ
れたこと、群馬県内の警戒度が２に引き下げられる見通しであることを受け、本校でも 6 月 1 日（月）
より学校を再開することといたしました。 
 つきましては、本校感染症対策およびご家庭へのお願いを下記の通りといたしましたので、引き続き、ご理
解・ご協力をお願いいたします。 

                    記 

１ 学内での感染症対策について 

① 普通教室及び特別教室、体育館を含むすべての教室・トイレなどを、清掃・消毒作業を実施しています。 

② 校舎、教室入り口で消毒が行えるように、消毒液を設置いたします。 

③ 手洗い場では液体石鹸を用意しています。 

④ 教室では常時換気を行います。 

⑤ 学校終了後、感染防止のため、速やかに帰宅するよう生徒に指導いたします。 

 

２ ご家庭へのお願い 

① 毎朝夕、家庭で検温を行い、発熱や風邪症状がないか確認して「健康観察表」に記入してください。 

   ＊「健康観察表」は、毎日学校へ持参させてください。 

（6 月分は登校時に配布。3 日以降は登校時に毎日確認をします。） 

② 発熱や風邪症状がある場合は登校せず、自宅で休養してください。この場合は欠席扱いになりません。

その際には、必ず担任までご連絡ください。 

     

 

 

 
 

③ 登下校、学校生活時に必ずマスクを着用させてください。可能な場合は予備のマスク 1 枚を携行させて

ください。マスク着用のない場合は帰宅してもらうこともあります。 

④ 予備のマスク・ハンカチ・ティッシュ・マスクを置く際の清潔なビニール等を持たせてください。 

⑤ こまめな水分補給のため、飲み物を持参してください。（食堂閉鎖、冷水器使用禁止） 

⑥ 生徒が濃厚接触者になった場合、または PCR 検査を受けることになった場合は、必ず担任までご連絡

ください。 

※以下の場合は自宅で休養。 

 ・風邪症状がある場合 

 ・体温が 37.0℃以上の場合- 

  （平熱が高い場合や低い場合は、平熱より高いようであれば自宅で休養。） 


